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海外港湾物流プロジェクト協議会運営要綱（改正案） 

 

（趣旨） 

第一条  この要綱は、海外港湾物流プロジェクト協議会（以下、「協議会」という。）の運営に必

要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第二条  協議会は、コンテナターミナル、バルクターミナル等の開発・運営及び港湾と背後の産

業と一体となった面的開発など海外の港湾物流プロジェクトに関して、官民による情報の共有、交

換を行うことを目的とする。 

 

（組織） 

第三条  協議会は別紙の委員をもって組織する。委員は、やむを得ない事情により協議会に出席

できないときは、その代理者を出席させることができる。 

２ 前項に定めるほか、座長が、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を協議会に出席さ

せることができる。 

３２ 前項第１項に定めるほか、必要に応じ、ワーキンググループを設置する。 

 

（座長） 

第四条  協議会には座長及び副座長を置く。 

２ 座長は協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は座長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（協議会の公開等） 

第五条  協議会は、これを非公開とする。 

２ 協議会資料及び議事概要については公開とする。ただし、協議会において特に必要があると認

めた場合には、これを非公開とすることができる。 

 

（事務局） 

第六条  協議会に事務局を置き、協議会の運営に関する事務を行う。 

２ 協議会の事務局は、国土交通省港湾局国際・環境産業港湾課に置く。 

 

（その他） 

第七条  この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は別途定める。 

 

附 則 

この要綱は平成２２年１１月５日をもって施行する。 

この要綱は平成２４年７月２５日に一部改正し、同日施行する。 



海外港湾物流プロジェクト協議会関係 今後のスケジュール（予定）

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

協議会

インドネシア
WG

メコン・ベトナ
ムWG

インドWG

ミャンマー
WG

制度WG

●第３回協議会
（７/２５）

●日越港湾セミナー
・日越次官級会合
（秋頃・場所未定）

●第２回WG
（８/２０予定）

●交通運輸技術連携セミナー
（８/２４ inミャンマー）

●第３回WG
（ １１月頃）

●第２回WG
（１１月頃）

・日尼次官級会合
（７/１９）

●第３回WG
（年度末）

●第４回WG

●第５回WG
（１月頃）
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●ｺﾝｸﾘｰﾄ技術セミナー（ハノイ）
（９月頃）

・閣僚級会合
（９月頃）

・日印局長級会合
（９月頃）

●第３回WG
（１０月頃）

●第４回WG
（８／２０予定）
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